
旭市介護保険住宅改修に関するＱ＆Ａ 

（１） 申請について 

 

Ｑ１ 【窓口申請について】 

住宅改修の申請手続きはどこでできますか。 

（Ａ１）旭市役所介護保険の窓口（１階の１３番）で申請を受け付けています。 

 

Ｑ２ 【認定申請中の住宅改修について】 

介護認定申請中で判定結果が出ていない場合、住宅改修は行うことができますか。 

（Ａ２）要介護認定の申請中であっても、住宅改修の事前申請を行うことはできます。支給申請

（施工後）の手続きは要介護認定が出た後に行ってください。また、要介護認定の判定結果が非

該当になった場合、住宅改修にかかった費用は全額自己負担となります。 

 

Ｑ３ 【入院中の住宅改修について】 

現在、入院中ですが、退院に向けて住宅改修を行うことはできますか。 

（Ａ３）退院前に予め住環境を整える為に、入院中に住宅改修を行うことは可能です。支給申請

（施工後）の手続きは退院後に行ってください。また、万が一退院できなかった場合、改修費用

は全額自己負担となるため、その可能性があることを十分理解した上で住宅改修を行ってくだ

さい。また、特別養護老人ホームを退去する場合も、同様の取り扱いとなります。 

 

Ｑ４ 【一時的に身を寄せている家の住宅改修について】 

子の住所に身を寄せている場合、住宅改修を行うことができますか。 

（Ａ４）住民票のおかれている住宅だけが対象です。生活の本拠をご家族宅に異動するのであれ

ば、住民票を異動したうえで、住宅改修を行ってください。 

 

Ｑ５ 【一時帰宅のための住宅改修について】 

施設入所者が帰宅する住宅の改修は、住宅改修の対象となりますか。 

（Ａ５）施設入所者の生活の拠点は施設にあるため、住宅改修の対象とはなりません。 

 

Ｑ６ 【有料老人ホームの住宅改修について】 

有料老人ホームの居室に手すりを設置する等の改修を行う場合、住宅改修の対象となりま

すか。 

（Ａ６）有料老人ホームの居室は、高齢者の利用に適したものとなっているはずであり、一般的

には住宅改修の対象として想定していません。しかし、被保険者の身体状況等によっては個別の

対応が必要なこともありえるため、その場合には住宅改修費の支給が認められる可能性があり

ます。なお、ケアハウスやグループホームについても同様の取り扱いとします。 
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Ｑ７ 【理由書について】 

理由書の代わりにケアプランを提出してもよろしいか。 

（Ａ７）理由書の添付書類としての提出であれば受付可能ですが、ケアプランのみでは受け付け

をいたしません。 

 

Ｑ８ 【理由書の作成担当者について】 

介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅

改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療

法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者

とされてきましたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能ですか。 

（Ａ８）可能です。 

 

Ｑ９ 【領収書について】 

領収書は写しでもよろしいか。 

（Ａ９）申請時に領収書の原本を提示してもらうことで確認します。予め原本の写しをとってお

いてください。原本と写しに記載内容の相違がないことを確認が取れ次第、原本をその場でお返

しいたします。（原本をそのまま提出してもらうことも可能です。その場合、写しの確認は行い

ません。） 

 

Ｑ１０ 【添付写真の日付について】 

申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機

能のない写真機の場合はどうすればよいか。 

（Ａ１０）工事現場等で黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を

記入して写真に写し込むといった取り扱いをされたい。 

 

Ｑ１１ 【収入印紙について】 

領収書に収入印紙は必要ですか。 

（Ａ１１）５万円以上、１００万円以下の領収証書に対して、２００円の収入印紙が必要です。 

 

Ｑ１２ 【利用者負担割合の適用日について】 

工事費用の自己負担分はいつの時点を基準に決定されますか。 

（Ａ１２）利用者負担割合は、領収日（領収書記載日）を基準に判定します。 
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Ｑ１３ 【工事費内訳書の記載方法について】 

支給申請の際、添付する工事費内訳書に関して、材料費、施工費等を区分できない工事があ

りますが、全て区分しなければならないですか。 

（Ａ１３）工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便

所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためです。このため、材料

費、施工費等の区分ができない工事については無理に区分する必要はありませんが、工事の内容

や規模等がわかるようにする必要があります。 

 

Ｑ１４ 【申請書の記入について】 

鉛筆や消せるボールペン等の消えやすい筆記具で申請書を記入してもよいですか。 

（Ａ１４）修正や改ざんが容易に行えてしまい、不正があったものと区別ができないため、受け

付けを行いません。 

 

Ｑ１５ 【工事完了前に被保険者が死亡した場合について】 

着工時点においては存命だった被保険者が、住宅改修完了前に死亡した場合、保険給付を受

けることは可能ですか。 

（Ａ１５）死亡時に完成している部分が介護保険の給付対象として申請できます。（被保険者死

亡時までの工事完了部分の経費が対象となります。） 

 

Ｑ１６ 【家族が行う住宅改修について】 

大工を営んでいる家族が住宅改修を行う場合、支給対象となりますか。 

（Ａ１６）材料費のみ支給対象となります。（工賃は対象外です。） 

 

Ｑ１７【新築工事の竣工日以降の改修工事について】 

住宅の新築は住宅改修と認められていませんが、新築住宅の竣工日以降で手すりを取り付

ける場合は、給付対象となりますか。 

（Ａ１７）竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となります。申請の際に、

竣工日がわかる書類が必要になります。また、「住宅改修が必要な理由書」に、新築時に手すり

の取り付けができなかった理由を明記してください。理由によっては、住宅改修の対象とならな

い可能性があります。 

必要書類（こちらで写しを取らせていただきます） 

・検査済証（交付日＝竣工日） ・登記事項証明書（※検査済証が発行できない場合に必要） 
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Ｑ１８ 【共有部分の住宅改修について】 

賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の対象となりますか。 

（Ａ１８）賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に住宅改修は、当該被保険者の専用居室内

に限られるものと考えられますが、洗面所やトイレが共同となっている場合など当該被保険者

の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、

住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となります。  

※住宅の所有者が恣意的に共用部分の住宅改修を当該被保険者に強要する場合も想定されます

ので、本人の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断します。 

 

Ｑ１９ 【分譲マンション共用部分の改修費について】 

分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となりますか。 

（Ａ１９）賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えられますが、マンションの管理規定

や他の区分所有者の同意（区分所有法による規定も可）があれば、共用部分の住宅改修も支給対

象とすることができます。 

 

Ｑ２０【賃貸住宅退去時の改修費用について】 

賃貸住宅の場合、現状回復（住宅改修前の状態に戻す）のための費用は住宅改修の対象にな

りますか。 

（Ａ２０）住宅改修費の支給対象とはなりません。 

 

Ｑ２１【工事内容の変更について】 

事前申請書の提出後、住宅改修の内容に変更・追加が発生した場合、どうすればよいです

か。 

（Ａ２１）住宅改修の内容変更により、工事額が増額した場合は、旭市役所高齢者福祉課介護保

険班に連絡をしていただき、以下の書類を提出していただきます。連絡なく変更があった場合は、

住宅改修費の支給ができないことがあります。 

必要書類（４点）➀「介護保険住宅改修工事変更届」（市役所の窓口にあります）➁「見積書」 

➂「工事場所の平面図」➃「工事場所の写真」 

※申請から１週間程度で、介護保険班より「住宅改修費承認（不承認）通知書」を郵送します。

通知書が届くまでは、工事の着工を一時的に止めていただきます。  

住宅改修の内容が変更された場合で、工事額が減額になった場合や、特に金額に変更が無かった

場合は、変更届の提出は必要ありません。また、住宅改修の追加工事が必要になった場合、別の

工事として取り扱いますので、新たに申請をお願いしております。 
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Ｑ２２ 【同一住所に複数人の要介護者がいる場合について】 

夫婦２人で要介護認定を受けている場合、２人分を合わせて４０万円までの住宅改修費に

対する自己負担分を支払うと考えてよいですか。 

（Ａ２２）同一住宅に複数の要介護者がいる場合、 

➀要介護者毎に支給申請を行い、要介護者毎に限度額管理が行われます。 

➁同時に複数の要介護者にかかる住宅改修が行われた場合は、各要介護者に有意な範囲を特定

し、その範囲が重複しないよう申請する必要があります。 

例：手すりを複数個設置した場合、被保険者ごとに箇所を分けてそれぞれ申請ができますが、

同一の便器の取り替えに４０万円要した場合に２０万円ずつ申請することはできません。 
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(２) 手すりの取り付けについて 

 

Ｑ１【手すりの取り替えについて】 

自費で設置した手すりが老朽化したため、その手すりを交換する工事は支給対象となりま

すか。 

（Ａ１）単に老朽化したとの理由であれば支給対象となりません。 

 

Ｑ２【手すりの位置の移動について】 

本人の身体状況の変化に伴い、既存の手すりの位置のみを変更する場合、住宅改修の支給対

象となりますか。 

（Ａ２）支給対象となります。 

 

Ｑ３【手すりの変更について】 

本人の身体状況の変化に伴い、これまで設置されていた手すりでは機能が十分ではなくな

ったため、既存の手すりを取り外し、新しい手すりを設置する場合、住宅改修の対象となりま

すか。 

（Ａ３）被保険者本人の身体状況の変化によるものであれば、住宅改修の対象となります。 

「住宅改修が必要な理由書」に身体状況の変化を詳しく記載してください。 

 

Ｑ４【趣味のための手すりについて】 

趣味の庭いじりのため、庭に出る掃出し窓にステップ台付手すりの設置を行いたい。 

（Ａ４）介護保険で行う住宅改修は、あくまでも日常生活動作を助けるためのものであるため、

趣味の庭いじりのための工事は、住宅改修の支給対象とはなりません。 

 

Ｑ５【仕事のための手すりについて】 

住宅が自宅兼店舗である。店舗へ出るための動線上に手すりを設置したい。 

（Ａ５）趣味や仕事をするといった本人の生きがいや生活を充実させるための工事については、

介護保険での住宅改修の対象になりません。ただし例外として、出入り口が店舗と兼用であり日

常生活動作を行う上でその部分の住宅改修が不可欠等の場合、その旨を「住宅改修が必要な理由

書」に明記することで住宅改修の支給対象となる可能性があります。 

 

Ｑ６【トイレの手すりについて】 

トイレにペーパーホルダー付手すりを設置したい。 

（Ａ６）装飾付き手すりは資産価値を高めることにあたるため、住宅改修の支給対象となりませ

ん。 
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Ｑ７【外出用の手すりについて】 

勝手口に手すりを付けたい 

（Ａ７）玄関以外の出入り口に手すりを設置する場合、「なぜそこから出入りするのか」の理由

を「住宅改修に必要な理由書」に明記してください。理由によっては、住宅改修の支給対象とな

らない可能性があります。 

 

Ｑ８【浴室の手すりについて】 

浴室内にシャワー付スライドバーを設置したい。 

（Ａ８）装飾付き手すりは資産価値を高めることにあたるため、住宅改修の支給対象となりませ

ん。 

 

Ｑ９【手すり設置の付帯工事について】 

手すりの取り付けに伴う下地補強の際、張替えが必要になったクロスは介護保険の支給対

象となりますか。 

（Ａ９）下地補強した部分のクロスのみ対象となります。 

 

Ｑ１０ 【手すりの種類について】 

手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型（棚状のもの）もあるが、住宅改

修の対象となりますか。 

（Ａ１０）支給対象となります。高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れな

い場合もありますので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要にな

ります。 
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（３）段差の解消について 

 

Ｑ１【浴室の段差解消について】 

浴室内の段差を解消するために浴室用すのこを設置する場合、住宅改修の支給対象となり

ますか。 

（Ａ１）浴室用すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ（浴室内に置いて浴室の

床の段差の解消ができるものに限る）に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉

用具購入の支給対象となります。 

 

Ｑ２【上がり框の段差解消について】 

上がり框の段差緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を２段にしたりする工事は

支給対象となりますか。 

（Ａ２）式台については、固定されているものは段差を解消として住宅改修の対象となりますが、

持ち運びが可能なものは対象外となります。また、上がり框を２段とする工事は段差の解消とし

て住宅改修の支給対象となります。 

 

Ｑ３【屋外アプローチについて】 

玄関から道路までの階段の段差を緩やかにする工事は、住宅改修の支給対象となりますか。 

（Ａ３）段差の解消として支給対象となります。 

 

Ｑ４【段差解消機等の設置について】 

昇降機、リフト、段差解消機等の設置は、住宅改修の支給対象となりますか。 

（Ａ４）昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により段差を解消する機器を設置する工事

は、住宅改修の支給対象外となります。なお、リフトは、移動式、固定式または据置式のものは、

移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となります。 

 

Ｑ５【スロープ貸与のための段差解消について】 

屋外アプローチで福祉用具貸与のスロープを利用するために、階段の段差を解消したい。 

（Ａ５）福祉用具貸与に伴う段差解消工事は、住宅改修の対象外です。 

 

Ｑ６【段差解消工事の付帯工事について】 

段差解消に伴い、現状のコンセントの位置を変更する必要があります。段差解消の付帯工事

として介護保険の給付対象となりますか。 

（Ａ６）介護保険の支給対象となります。ただし、段差解消に伴い、コンセントを新しくする場

合は、対象とはなりません。 
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（４）床材変更について 

 

Ｑ１【通路面の材料の変更について】 

通路面の材料の変更としてはどのような材料が考えられますか。また、この場合の路盤

の整備は付帯工事として支給対象となりますか。 

（Ａ１）例えば、コンクリート舗装・アスファルト舗装・タイル舗装・レンガ舗装等が考え

られます。また、これらの工事に伴う路盤の整備は付帯工事として支給対象となります。 

 

Ｑ２【通路面の加工について】 

通路面について、滑りの防止を図るための舗装材への加工（溝をつける等）や移動の円

滑化のための加工（土舗装の転圧等）は、住宅改修の支給対象となりますか。 

（Ａ２）通路面の材料の変更として、住宅改修の支給対象となります。 

 

Ｑ３【ノンスリップ等について】 

階段にノンスリップや滑り止めゴムをつけたり、カーペットを張り付けたりする工事

は、住宅改修の支給対象となりますか。 

（Ａ３）いずれも通路面の材料の変更として、住宅改修の支給対象となります。しかしカー

ペットについては、動かないように固定してあるものに限ります。 

 

Ｑ４【滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更について】 

居室においては、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されていると通

知されているが、畳敷から畳敷（転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したもの

など同様の機能を有するものを含む）への変更や板製床材等から畳敷への変更について

も認められますか。 

（Ａ４）居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘定して必要と認められる場合

には、認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旭市介護保険住宅改修に関するＱ＆Ａ 

（５）扉の変更について 

 

Ｑ１【扉の変更について】 

扉そのものは取り替えずに、右開きの戸を左開きに変更する工事は、住宅改修の支給対象と

なりますか。 

（Ａ１）扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況に合わせて性能が変われば、扉

の取り替えとして住宅改修の支給対象となります。他にもドアノブをレバー式把手等に変更す

る場合や戸車を設置する場合等が考えられます。 

 

Ｑ２【既存の引き戸の変更について】 

既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対

象となりますか。 

（Ａ２）既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由であれば支給対象となります。しかし、

引き戸が古くなったため新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはなりませ

ん。 

 

Ｑ３【扉の撤去について】 

車椅子で通行するために扉を撤去したい。 

（Ａ３）車椅子で通行するために扉を取り除く必要がある場合のみ住宅改修の対象となります。

申請の際に、身体状況に基づき工事が必要な理由を「住宅改修が必要な理由書」に詳しく記載し

てください。 

 

Ｑ４【扉の新設について】 

扉であったところを一部取り払い、扉を新設する工事は住宅改修の対象となりますか。 

（Ａ４）引き戸等の新設が扉位置の変更等に比べて費用がかからない場合に限り、支給対象とな

ります。事前協議の際に、引き戸等の新設の場合と扉位置の変更の場合の見積書を提出してくだ

さい。 

 

Ｑ５【扉の取り替えについて】 

門扉の取り替えは、住宅改修の支給対象となりますか。 

（Ａ５）引き戸等への扉の取り替えとして支給対象となります。 
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（６）洋式便座等への便器の取り替えについて 

 

Ｑ１【洋式便器の取り替えについて】 

和式便器から洗浄機能等が付加された洋式便器への取り替えは住宅改修の対象となります

か。 

（Ａ１）洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば「洋式便器等へ

の便器の取り替え」の工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住

宅改修の対象となります。 

 しかし、洗浄機能等を追加するためだけの目的の場合には、対象となりません。 

 

Ｑ２【洋式便器の改修工事について】 

リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存

の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取り替えとして住宅改修の支

給対象となりますか。 

➀洋式便器をかさ上げする工事 ➁便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合  

➂補高便座を用いて座面の高さを高くする場合 

（Ａ２）➀「洋式便器をかさ上げする工事」は支給対象となります。 ➁「便座の高さが高い洋

式便器に取り替える場合」は、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替

えるという理由であれば、支給対象となりませんが、当該高齢者に適した高さにするために取り

替えるという適切な理由があれば、便器の取り替えとして支給対象となります。 ➂「補高便座

を用いて座面の高さを高くする場合」については、腰掛便座（洋式便器の上に置いて高さを補う

もの）として特定福祉用具購入の支給対象となります。 

 

Ｑ３【既存便器への機能付加について】 

既存の洋式便器の便座を暖房便座・洗浄機器等が付加された便座に取り替えた場合、住宅改

修の対象となりますか。 

（Ａ３）暖房便座や洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える

工事は、住宅改修の対象となりません。 

 

Ｑ４【既存便器の向きの変更について】 

既存の洋式便器の向きを変える工事は住宅改修の対象となりますか。 

（Ａ４）被保険者の身体状況等から必要性が認められれば対象となります。 

 

Ｑ５【既存のトイレを残したまま洋式トイレを設置する場合について】 

既存の和式便器は改修せず、居室の近くに新たに洋式トイレを設置したい。 

（Ａ５）「洋式便器等への便器の取り替え」に当たらないため、住宅改修の対象とはなりません。 
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Ｑ６【和式トイレを取り壊し、別の場所に洋式トイレを設置する場合について】 

現在使用している和式便器を取り壊し、居室の近くに新たに洋式トイレを設置したい。 

（Ａ６）和式便器のトイレを取り壊し、別の場所に洋式トイレを設置する場合は、和式便器を洋

式便器に取り替えたこととなるため、住宅改修の対象となります。 

 

Ｑ７【便器の取り替えに伴う付帯工事について】 

和式便器から洋式便器への便器の取り替えに伴う給排水設備工事は、付帯工事として住宅

改修の対象となりますか。 

（Ａ７）和式から洋式への便器の取り替えに伴い、給排水管の長さや位置を変更する工事につい

ては、住宅改修の付帯工事の対象となります。 

 

Ｑ８【和式便器の腰掛式への変換について】 

和式便器の上に置いて腰掛式に変換する工事は住宅改修に該当しますか。 

（Ａ８）腰掛便座として特定福祉用具購入の支給対象となります。 

 

Ｑ９【ポータブルトイレとの併用について】 

夜間用にポータブルトイレを購入したが、日中に使用する和式便器を洋式便器に変更し 

たい。 

（Ａ９）福祉用具と住宅改修との併用は、用途が異なれば可能です。今回は、夜間用のポータブ

ルトイレ購入と日中用の便器の変更のため、昼夜で用途が異なれば両者とも介護保険の支給対

象となります。 

 

 

 

 

 


